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新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の 

防止等の徹底について（通知） 

 

 

今般、一部の学校において、社会機能の維持にあたる方を家族に持つ児童生徒を、医学的な根

拠なく自宅待機とする事案が発生しました。新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる

医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行

為は、不適切であり、あってはならないことと考えています。ついては、正しい情報に基づく適

切な判断・行動をとっていただき、以下のＱ＆Ａも参考に、改めて偏見や差別の防止の徹底に努

めていただくようお願いします。 

また、各学校においては、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に

応じた指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮していた

だくようお願いします。 



なお、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場

合の相談窓口として、「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」等を当省ホームページやＳＮＳ等を通じ

て周知していますので、適宜活用していただくようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下

同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄

の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人、大学又は高等専門学校を設

置する地方公共団体、文部科学大臣所轄学校法人、大学を設置する学校設置会社におかれてはそ

の設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対し

て、独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局におかれては所管の学校に対して、都道府

県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市区町村

認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の専修学校に周知されるようお願

いします。 

 

（参考） 

・学校再開に関するＱ＆Ａ（子供たち、保護者、一般の方へ）【令和２年４月 15 日時点版】 

問 11（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html#q11 

 

・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等におけ

る教育活動の再開等に関するＱ＆Ａ（４月１５日時点） 問 24（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/content/20200415-mxt_kouhou02-000004520_01.pdf 
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